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○

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
基
金
の
募
集
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
八
条
の
四

法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
法
第
六
十
条
第
一

（
新
設
）

項
の
基
金
の
募
集
に
つ
い
て
会
社
法
第
二
百
九
条
第
一
号
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
会
社
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
二
百
九
条
第
一
号

第
百
九
十
九
条
第
一
項
第

保
険
業
法
第
六
十
条
の

四
号

二
第
一
項
第
三
号

（
相
互
会
社
の
解
散
の
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え

）
第
九
条
の
五

法
第
六
十
三
条
の
二
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
の
解
散
の
命

（
新
設
）

令
に
つ
い
て
会
社
法
第
八
百
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。
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読
み
替
え
る
会
社
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
八
百
二
十
四
条
第
一

業
務
執
行
取
締
役
、
執
行

業
務
執
行
取
締
役
（
保

項
第
三
号

役
又
は
業
務
を
執
行
す
る

険
業
法
第
五
十
三
条
の

社
員

二
十
四
第
三
項
に
規
定

す
る
業
務
執
行
取
締
役

を
い
う
。
）
又
は
執
行

役

（
相
互
会
社
の
解
散
の
原
因
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え

）
第
十
五
条
の
二

法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
相
互
会
社
に
つ
い

（
新
設
）

て
同
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
七
十
一
条
第
六
号
の
規
定
に
係
る
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
会
社
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
四
百
七
十
一
条
第
六

第
八
百
二
十
四
条
第
一

第
八
百
二
十
四
条
第
一
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号

項
又
は
第
八
百
三
十
三

項

条
第
一
項

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
等
の
規
定
の
読
替
え
）

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
等
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
七
条
の
七

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
お
い
て
吸
収
合
併
存
続

第
十
七
条
の
七

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
お
い
て
吸
収
合
併
存
続

株
式
会
社
に
つ
い
て
法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
百
六
十
五
条
の
五

株
式
会
社
に
つ
い
て
法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
百
六
十
五
条
の

第
二
項
及
び
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け

七
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術

る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
六
十
五
条
の
五
第

第
七
百
八
十
五
条
第
五

第
七
百
九
十
七
条
第
五

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
項

項

項

第
七
百
八
十
六
条

第
七
百
九
十
八
条

（
新
設
）

（
新
設
）

前
項

第
七
百
九
十
七
条
第
一

（
新
設
）

（
新
設
）

項
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
お
い
て
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に

２

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
お
い
て
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に

つ
い
て
法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る

つ
い
て
法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
第
五
項
及
び
第
七
項
の

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
七
項
の

規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
会
社
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
会
社
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

第
七
百
九
十
七
条
第
五

、
効
力
発
生
日

、
効
力
発
生
日
（
保
険

第
七
百
八
十
五
条
第
五

、
効
力
発
生
日

、
効
力
発
生
日
（
保
険

項

業
法
第
百
六
十
五
条
の

項

業
法
第
百
六
十
五
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る

二
第
一
項
に
規
定
す
る

効
力
発
生
日
を
い
う
。

効
力
発
生
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

以
下
同
じ
。
）

第
七
百
九
十
七
条
第
七

吸
収
合
併
等

吸
収
合
併

第
七
百
八
十
五
条
第
七

吸
収
合
併
等

吸
収
合
併

項

項

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
お
い
て
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に

（
新
設
）
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つ
い
て
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
会
社
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
七
百
九
十
七
条
第
一

吸
収
合
併
等

吸
収
合
併

項
及
び
第
二
項


